
PMS08-5報道・著述分野の取扱いについて 

報道・著述分野の個人情報の取り扱いについて 

 

当社の報道・著述分野において取り扱う個人情報については、報道の自由・表現の自由

が基本的に保障されています。このため個人情報保護法が定める義務規程を免除されてい

ます。 

しかし報道・著述の目的であっても個人情報について苦情等の申し立てがあれば速やかに

対処しなくてはならないと考えます。このため、当社の報道・著述分野における個人情報

の取り扱いについて下記の通り規程します。 

 

１．取材については、原則として報道・著述目的であることを明らかにします。 

２．個人情報保護は適正な手段で取得するよう努めます。  

３．取材などで入手し保有する個人情報は、紛失、破壊、改ざん、悪用、漏洩などから保

護します。 

４．取材などで入手し保有する個人データは、報道・著述目的の達成に必要な範囲内にお

いて、正確かつ最新の内容に保つように努めます。 

５．報道・著述目的で取得した個人情報は、原則として他の目的に流用しません。 

６．報道・著述目的で取得した個人情報を、第三者に提供する場合には、その情報が報道・

著述目的外に利用されることがないことを明確にします。 

７．報道・著述分野についても、個人情報の取扱いに関する本人からの苦情などの申し出

に対応する窓口を設け誠実に対応します。 

８．報道・著述分野の個人情報責任者は、当社地域密着部制作編成課長とします。 

 

 

 問合せ先 電話 04９３-2７-８２00 制作編成課長宛 

 

 


